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１． この目論見書により行なう米国不動産投信ハイ・インカムオー

プンの受益証券の募集については、発行者である野村アセッ

トマネジメント株式会社（委託会社）は、証券取引法（昭和 23
年法第 25 号）第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 16
年 7 月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 16 年 8
月 1 日にその効力が生じております。 

 
２． 米国不動産投信ハイ・インカムオープンの受益証券の価額

は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きによる影響

を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆

様に帰属します。 
 
３． ファンドは、元金が保証されているものではありません。 
 
４． この目論見書に使用している税率は、平成 16 年 7 月 1 日現

在のものですが、税法が改正された場合は、それにともない税

率が変更される場合があります。 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

 

ファンドは、主に米国の REIT（不動産投資信託）へ投資をしますの

で、組入れた REIT の価値の変動やＲＥＩＴの財務状況の悪化等に

より基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変

動により損失を被ることがあります。 
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米米国国不不動動産産投投信信  
ハハイイ・・イインンカカムムオオーーププンン（（毎毎月月分分配配型型））  

（（愛愛称称：：りりそそななリリーートト））  
  

フ ァ ン ド の 名 称 
米国不動産投信ハイ・インカムオープン 

（「ファンド」といいます。なお、名称に（毎月分配型）と付記する場合があります。 
また、ファンドの愛称を「りそなリート」とします。） 

基 本 的 性 格 追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ 

フ ァ ン ド の 目 的  主として高水準の配当収益の獲得により信託財産の成長を図ることを

目的として運用を行なうことを基本とします。 

主 な 投 資 対 象  米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている

REIT（不動産投資信託）を主要投資対象とします。 

運 用 方 針 後述の「ファンドの性格及び特色」をご参照ください。 

運 用 実 績 後述の「運用の状況（概要）」および「ファンドの運用状況等 運用状

況」をご参照ください。 

主 な 投 資 制 限 

・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
・株式への直接投資は行ないません。 
・デリバティブの直接利用は行ないません。 

→詳細については、後述の「投資制限」をご参照ください。

主 な 価 格 変 動 
リ ス ク  

・REIT の価格変動リスク 
・為替変動リスク 

→詳細については、後述の「投資リスク」をご参照ください。

信 託 期 間  平成 26 年 9 月 12 日まで（平成 16 年 9 月 1 日設定） 

決 算 日  原則、毎月 12 日（ただし、休業日の場合は翌営業日） 
 なお、初回決算日は平成 16 年 11 月 12 日となります。 

収 益 分 配  

毎決算時に、分配を行ないます。 
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、

原則として配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基

準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 

■ファンドの基本情報

ファンドの基本情報 
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申 込 単 位 

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コ

ース」と、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投

資コース」の２つのコースがあります。 
なお、取扱いコース、申込単位は販売会社によって異なる場合があり

ます。詳しくは販売会社にご確認ください。 
 
 
 
 
 
 

（上記以外の申込単位でもお申込みできる場合があります。）

申 込 締 切 時 間 午後 3 時（半日営業日の場合は午前 11 時）までに、販売会社が受付け

た分を当日のお申込み分とします。 

販 売 価 額  

【当初申込期間】（平成 16 年 8 月 2 日から平成 16 年 8 月 31 日まで） 
1 万口当り 1 万円とします。 

【継続申込期間】（平成 16 年 9 月 1 日から平成 17 年 10 月 27 日まで） 
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 

申 込 手 数 料  

取得申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は 1 万口当り 1 万

円）に 2.625%（税抜 2.5%）以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて

得た額とします。 
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

申込代金の支払い 

【当初申込期間】 
平成 16 年 8 月 31 日までにお支払いください。 

【継続申込期間】 
原則として取得申込日から起算して 5 営業日目までにお支払いくだ

さい。 

信 託 報 酬 ファンドの純資産総額に年 1.6275%（税抜年 1.55%）の率を乗じて得た

額 

■ファンドの基本情報

①一般コース 

1 万円以上 1 円単位※ 
または 

1 万口以上 1 万口単位 
（当初元本 1 口＝1 円） 

②自動けいぞく投資コース 1 万円以上 1 円単位※ 

※申込手数料、消費税等相当額を含みます。 
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換 金 単 位 

途中でご換金なさる場合は、お申込みの販売会社で下記の単位でご

換金できます。 
 
 
 
 
 

 

換金申込締切時間 午後 3 時（半日営業日の場合は午前 11 時）までに、販売会社が受付け

た分を当日のお申込み分とします。 

換 金 価 額 解約は解約申込日の翌営業日の基準価額とします。 

換 金 時 手 数 料 なし 

信 託 財 産 留 保 額 なし 

課 税 上 の 取 扱 い 後述の「手数料等及び税金」をご参照ください。 

換金代金の支払い 原則としてお申込日から起算して 5 営業日目から 

※当目論見書中で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、

併せてご参照ください。 
 
■ファンドの申込取扱場所（「販売会社」といいます。）および払込取扱場所については、下

記の照会先までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

☆ 野村アセットマネジメント株式会社 サポート ダイヤル ☆ 
℡ 03-3281-2932 

＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時 
          （半日営業日は午前 9 時～正午） 

インターネットホームページ →→→ http://www.nomura-am.co.jp/ 

■ファンドの基本情報

①一般コース 

1 口単位または 
1 万口単位のいずれか 
販売会社が定める単位 
（当初元本 1 口＝1 円） 

②自動けいぞく投資コース 1 口単位  
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≪ファンドの仕組み≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ファンドの基本情報

（受託者） 
りそな信託銀行株式会社 

 
再信託受託者：日本トラスティ・サービス
          信託銀行株式会社 

［ファンドの保管､管理業務］ 

（外部委託先） 
ハイトマン・リアル・エステイト・ 
セキュリティーズ・エルエルシー 

［運用指図に関する権限の一部委託 
を受けての運用の指図］ 

［募集の取扱いおよび販売、一部解約に関す

る事務、収益分配金の再投資に関する事

務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払

いに関する事務］ 

（委託者） 
野村アセットマネジメント株式会社

［ファンドの運用の指図､受益証券の発行］ 

委託会社 

販売会社 
募集・販売等に関する契約＊１ 

 
米国不動産投信 

ハイ・インカムオープン 

証券投資信託契約

ファンド

受託会社 

販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金、収

益分配金等の支払いに関する投資者の窓口になります。 

投 資 者 
（受益者） 

投資顧問会社 

運用指図に関する権限の

委託契約＊２ 

＊１ 「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の 3 ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思

表示のないときは、原則 1 年毎に自動的に更新されるものとします。 
＊２ 「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新

しない旨を書面によって通知がない限り、1 年毎に自動的に更新されるものとします。但し、

当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。 
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≪その他ファンドの情報≫ 
 

（1） 内国投資信託 
受益証券の形態等 

追加型証券投資信託・無記名式受益証券 
  （「受益証券」といいます。） 
当初元本は 1 口当り 1 円です。 
格付は取得していません。 

（2） 発行数 【当初申込期間】 
200 億口を上限とします。 

【継続申込期間】 
5,000 億円相当口を上限とします。 

（3） 発行価額の総額 【当初申込期間】 
200 億円を上限とします。 

【継続申込期間】 
5,000 億円を上限とします。 

（4） 申込期間 【当初申込期間】 
平成 16 年 8 月 2 日から平成 16 年 8 月 31 日まで 

【継続申込期間】 
平成 16 年 9 月 1 日から平成 17 年 10 月 27 日まで 
＊継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を

提出することによって更新されます。 
（5） 日本以外の地域 

における発行 
なし 

（6） 有価証券届出書 
（訂正届出書を含みます） 
の写しの縦覧 

該当事項はありません。 

（7） 振替機関に関する事項 該当事項はありません。 
 

■ファンドの基本情報
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≪ファンドの目的及び基本的性格≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ファンドは、追加型株式投資信託で、「ファンド・オブ・ファンズ」に属しています。 
 
 
≪ファンドの投資対象≫ 
 

◆米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている REIT（不動産投

資信託）を主要投資対象とします。 

◆デリバティブの直接利用は行ないません。 

◆投資対象について、詳しくは約款をご覧ください。 
 

 

■ファンドの性格及び特色

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 

ファンドの性格及び特色 

◆米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている

REIT（不動産投資信託）を主要投資対象とし、主として高水準の配当

収益の獲得により信託財産の成長を図ることを目的として運用を行

なうことを基本とします。 
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 
◆毎月決算＊を行ない、原則として安定分配を行ないます。 

＊決算日は、原則として毎月12日（休業日の場合は翌営業日）とします。 
なお初回の決算日は平成16年11月12日です。 
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◆REIT（Real Estate Investment Trust ）とは、その名の通り、「不動産（ Real 
Estate）」に投資する「投資信託（Investment Trust）」のことです。 

◆REIT は、多大な資金が必要となる不動産投資の機会を様々な投資家に提供する

ものです。投資家は REIT への投資を通じ、少額の資金で複数の不動産からの収

益を獲得することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆REIT は、投資家から集めた資金を複数の不動産に分散投資します。そして、そこ

から得られる家賃収入や不動産の売却益などが REIT の主な収益源となります。 

◆REIT はこうして得られた収益を投資家に主に「配当」の形で還元します。 

◆また、REIT は証券取引所等で株式同様に取引可能※ですので、こうした証券市場

を通じて売買が可能です。 
※当ファンドでは、米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている

REIT を主要投資対象とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ファンドの性格及び特色

REIT について 

 
 

REIT
投資資金 

不動産

配当金 

投資 

収益 
（家賃収入・売却益） 

REIT のしくみ

REIT 

REIT 

REIT 

REIT 

証券市場 
（証券取引所・店頭市場） 

投資家 

買
付
け 

売
却 

上場・公開

投資家 
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◆REIT は、不動産の所有・運営等に特化し、主として家賃収入等の安定した収益

の獲得を目的とする法人です。 

◆REIT は、投資家がより高い配当を享受できる以下の二つのしくみを兼ね備えてい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REIT の主な特徴

 
一般の事業法人では、配当の額は企業が決定するため、仮に高い利益が上が

っても、それに見合った配当が支払われるとは限りません。 

REIT は、その利益の 90%以上を投資家に配当することが義務づけられていま

す。 

しくみその① 
＜収益の 90%以上を配当＞

 
一般の事業法人では、その法人段階での利益に対して法人税が課されるので、

配当金は税引後の利益から支払われます。 

REIT は、法人税が実質的に免除されますので、配当金は税引前の利益から支

払われます。 

しくみその② 
＜法人税の免除＞ 

※上図は一般の事業法人と REIT の仕組みの違いを説明するためのイメージ図であり、利益に占め

る法人税や配当金等が上図の割合（長方形の面積比）である旨を示唆するものではありません。 
また、一般の事業法人、REIT ともに、毎期必ず利益が生じるものではありません。 

 

利益 

法人税 
配当金 

法人内に留保

 

利益 

 
配当金 

法人内に留保 

税引前の利益の 90%以上を配当

＜一般の事業法人の場合＞

＜REIT の場合＞ 

税引後の 
利益 

■ファンドの性格及び特色
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◆当ファンドが主要投資対象とする米国の REIT の主な特徴は以下の通りです。 

 
 
 

REIT の投資対象となる不動産には、様々なタイプのものがあります。 

＜REIT の投資対象不動産の例＞ 
●オフィスビル 
●賃貸住宅（マンション等） 
●商業施設（ショッピングセンター等） 
●ホテル 
●産業用（物流）施設 

上記以外にも、個人用の貸倉庫（トランクルーム）や、ヘルスケア（医療）施設も REIT
の投資対象になっています。 

 
 

 
大半の REIT は、上記のような様々な不動産の中から特定の分野（「セクター」といい

ます。）に特化して投資を行ないます。 

＜代表的なセクターの例＞ 
セクター 内容 

オフィスビル オフィスビルに特化して投資を行なうセクター 

賃貸住宅 アパート、賃貸マンションといった個人の住居に特化して投資

を行なうセクター 

商業施設 ショッピングセンター等の商業施設に特化して投資を行なうセ

クター 
ホテル ホテルに特化して投資を行なうセクター 

複数のセクターに投資を行なう「分散型」と呼ばれる REIT も存在します。 
 

 
 

REIT は一般的に、複数の物件に投資を行なう事で、リスクの分散を図っています。 

また REIT によっては、全米の様々な地域の物件に投資することによって、地域分散

を図っているものもあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多種多様な不動産が投資対象

特定のセクターに特化した投資

複数の物件に分散投資 

※上記は一般的な米国の REIT の特徴を説明したものであり、全ての REIT が上記の特徴を有してい
るとは限りません。 

■ファンドの性格及び特色
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◆REIT は不動産に投資するため、一般的な金融商品とは異なったリスク（価格変動

の要因）が存在します。 

◆以下は、REIT の主なリスクです。なお、各リスクの詳細、およびその他のリスクに

ついては、後述の「投資リスク ―REIT のリスクおよび留意点等について―」をご

参照ください。 
 
 

 
REIT はその収益の大半を保有不動産から得られる賃料収入に頼っています。その

ため、賃料収入の増減は REIT の収益に大きな影響を与えます。 

また、保有不動産の価値の変動により REIT の資産価値は増減しますので、これが

REIT の価格に反映することが考えられます。 
特に、自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合には REIT の

価格は大きく変動することも予想されます。 

 

 
REIT はその配当の高さから、金利商品としての性格を強く持っています。よって、金

利の上昇局面等で他の金利商品（国債等）との比較から REIT が売られ、価格が下

落するといった状況も想定されます。 

また、大半の REIT は金融機関等から借入れを行なっています。そのため、金利が

上昇すればその返済のための負担が大きくなり、結果として収益が少なくなることも

考えられます。 

 

 
REIT は株式と同様に証券取引所等で売買されています。そのため、市場における

需給や不動産市況に対する見通し等、様々な要因で価格が変動します。 

また、REIT の中には資産規模が小さく流動性の低いものもあります。 
こうした REIT への投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることも想定

されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REIT の主なリスク

保有不動産に関するリスク 

金利変動に伴なうリスク 

市場リスク 

■ファンドの性格及び特色

※上記は REIT の持つ様々なリスクのうち、特徴的なリスクを説明したものであり、全てのリスクを網羅
したものではありません。上記以外の主なリスク等については、後述の「投資リスク ―REIT のリスク
および留意点等について―」をご参照ください。 
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≪投資態度≫ 
 
１ 米国の REIT※を主要投資対象とし、主として高水準の配当収益の獲得

により信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本と

します。 
※当ファンドが投資対象とする REIT には、株式会社が発行する優先株に相当する

REIT も含みます。 

◆収益性等を勘案して選定した REIT に分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲

得を目指します。 
◆主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投

資銘柄を選定することを基本とします。 

◆REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 

◆原則として為替ヘッジは行ないません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ファンドの性格及び特色

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 

 
米国の REIT 

個別銘柄の調査・分析等を中心とした 
「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定

収益性等を勘案して選定した 
REIT に分散投資 高水準の配当収益の獲得 
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総額
120億ドル

米国実物不動産投資

60億ドル

米国不動産証券投資

23億ドル

米国モーゲージ

25億ドル

国際実物不動産投資

12億ドル

 

 
２ ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに、運用の指

図に関する権限の一部を委託します。 
◆運用にあたっては、「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」 

に運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を委託します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。

（詳しくは約款をご覧ください。） 
 

■ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーの紹介■ 
◆ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーは、ハイトマン・ファイナン

シャル・エルエルシー（HEITMAN Financial LLC）の完全保有子会社です。ハイトマ

ン・ファイナンシャル・エルエルシーはその様々な資産運用子会社（総称して「ハイトマン」

といいます。）を通じて不動産投資に関する各種のサービスを提供しています。 

◆米国シカゴに本拠地を置き、実物不動産をはじめとする不動産投資に経験と実績のある

不動産投資顧問会社です。 

◆不動産資本市場と実物不動産市場の中核を構成する４つの不動産投資運用領域に焦

点を当て、総額 120 億ドル（約 1 兆 3 千億円／平成 16 年 3 月末現在）の運用資産を擁して

います。 
 

 

 

◆ 委 託 す る 範 囲 ： REIT の運用 
◆ 委 託 先 名 称 ： HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC  

（ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー）

◆ 委 託 先 所 在 地 ： 米国 イリノイ州 シカゴ市 
◆ 委託に係る費用 ： 委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信

託財産の平均純資産総額（月末純資産総額の平均値）に、
次の率を乗じて得た額とします。 

平均純資産総額 率 
300 億円以下の部分 年 0.67% 
300 億円超の部分 年 0.64% 

■ファンドの性格及び特色

ハイトマンの運用資産 

平成 16 年 3 月末現在

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 
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■当ファンドにおける REIT 投資の考え方■ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■REIT の運用プロセス■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記運用プロセスは平成 16 年 7 月 16 日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

各銘柄のリスクや収益機会を把握するためには、不動産の実務経験が重要。 
◆ハイトマンでは、実物不動産投資の経験と実績に裏付けされた REIT運用を行なっています。

銘柄選択においては、予想配当水準に加え、長期にわたってキャッシュフローを成長さ

せることのできる REIT を重視。 
◆投資銘柄の選択にあたっては、主として以下の観点に重点を置きます。 

★経営戦略・ビジネスプラン ★予想配当金額 
★市場リスク・地理的なリスク ★物件ポートフォリオのグレード 

各企業のバランスシートも重要なポイント。
◆バランスシート分析にあたっては、主として以下の観点に注目します。 

★資本構成   ★キャッシュフローの安定性 

ボトムアップによる銘柄選択が、セクター（物件タイプ）選択よりも重要。 
◆徹底した調査分析に基づいた銘柄選択が重要であると考えます。 

投資ユニバース 

分析する REIT の

アナリスト分担 
3 人のポートフォリオマネージャーが

銘柄分析を分担 

不動産リサーチグループ・ファイナン

シャルアナリストが情報を提供 

定性評価・定量評価と 
ハイトマン独自のファクターモデル

分散規定・リスクコントロール 

不動産市場の 
分析・リサーチ 

各 REIT の 
評価・分析 

期待リターン 
分析 

銘柄分散 
リスクマネジメント

ポートフォリオ 

■ファンドの性格及び特色
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■ファンドの運用体制は以下の通りです■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ファンドの運用体制等は平成 16 年 7 月 16 日現在のものであり、今後変更となる場

合があります。 

当社では、ファンドの運用に関する社内規定として、投資信託業務に係るファンドマネー

ジャー規定並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引

等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。 

運用体制 

■運用体制

ハイトマン・リアル・エステイト
・セキュリティーズ・エルエルシー

による 
市場・企業の調査分析 

ハイトマン・リアル・エステイト 
・セキュリティーズ・エルエルシー 

運用チーム 

ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ 
・エルエルシーに REIT の運用の指図 

に関する権限を委託します。 

ハイトマン・リアル・エステイト 
・セキュリティーズ・エルエルシー

による REIT の発注 

売買指図 

運用管理・運用審査部署

によるファンドの 

リスク管理・分析 

 
野村アセットマネジメントの

ファンド担当チーム 

売買指図 

ポートフォリオ

分析結果の

提供等 

運用経過の

報告等 
運用経過の

報告等 

追加設定・ 

一部解約の

連絡等 

調査・分析

結果の 

提供等 

マクロ分析・ 

企業調査 

の依頼等 

トレーディング部署による 

主に為替の発注 
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① 投資信託証券への 
投 資 割 合 

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
（運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限） 

② 同 一 銘 柄 の 
投 資 信 託 証 券 
へ の 投 資 割 合 

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純

資産総額の 30%以内とします。 
（運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限） 

③ 外 貨 建 資 産 へ の 
投 資 割 合 

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
（運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限） 

④ 株式への投資割合 株式への直接投資は行ないません。 
（運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限） 

⑤ デリバティブの使用 デリバティブの直接利用は行ないません。 
（運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限） 

⑥ 公 社 債 の 借 入 れ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの

指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行

なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供

の指図を行なうものとします。 
（約款第 25 条） 

⑦ 資 金 の 借 入 れ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた

め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払

資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的

として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手

当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含

みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をも

って有価証券等の運用は行なわないものとします。 
（約款第 35 条） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

投資制限 

■投資制限

※詳しくは、約款をご覧ください。
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◆毎月12日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算時※に、原則として以下の方針に

基づき分配を行ないます。 
※初回の決算日は平成 16 年 11 月 12 日となります。 

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。 

②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等

収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買

益等が中心となる場合があります。 

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分

と同一の運用を行ないます。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

分配方針 

■分配方針

※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する

収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税

等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を

控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に

あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該

監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消

費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもっ

て補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる

ため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

２月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月

分配 

１月 ３月 ５月 ７月 ９月 １１月 

分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配
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≪基準価額の主な変動要因≫ 
■基準価額変動の主たる要因■ 

REIT の価格変動 
リ ス ク 

◆ファンドは REIT を高位に組入れますので、REIT の価格変

動の影響を大きく受けます。 
なお、個々の REIT の価格変動要因等については、後述の

「REIT のリスクおよび留意点等について」をご参照ください。

為 替 変 動 リ ス ク ◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませ

ん。従って、為替変動の影響を直接受けます。 
 
 
■その他の基準価額変動要因■ 

信 用 リ ス ク ◆有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払い

や償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる

可能性があります。 
 
※上記は基準価額の主な変動要因であり、変動要因は上記に限定されるものではありま

せん。 

投資リスク 

■投資リスク
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■REIT のリスクおよび留意点等について■ 

①保有不動産に関するリスク 
REIT はその収益の大半を保有不動産から得られる賃料収入に頼っています。そのため、以

下のような要因等による賃料収入の増減は REIT の収益に大きな影響を与えます。 

◆賃料の値上げ・値下げ 
◆入居率（空室率）の増減 

保有不動産の価値の変動により REIT の資産価値は増減しますので、これが REIT の価格に

反映することが考えられます。 
特に、自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合には REIT の価格は大き

く変動することも予想されます。 
また、大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産の

価値は変動する場合があります。 

②金利変動に伴なうリスク 
REIT はその配当の高さから、金利商品としての性格を強く持っています。よって、金利の上昇

局面等で他の金利商品（国債等）との比較から REIT が売られ、価格が下落するといった状況

も想定されます。 

大半の REIT は金融機関等から借入れを行なっています。そのため、金利が上昇すればその

返済のための負担が大きくなり、結果として収益が少なくなることも考えられます。 
また、こうした財務状況の悪化は、個別の REIT の評価にも悪影響を及ぼすことも想定され、

その結果当該 REIT の価格が下落することも考えられます。 

③市場リスク 
REIT は株式と同様に証券取引所等で売買されています。そのため、市場における需給や不

動産市況に対する見通し等、様々な要因で価格が変動します。 

また、REIT の中には資産規模が小さく流動性の低いものもあります。 
こうした REIT への投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることも想定されます。 

④信用リスク 
米国の REIT は、その名称こそ「Investment Trust（投資信託）」ですが、実質は法人形態を

取っており、一般の事業会社と同様に経営陣の運営如何によっては収益や財務体質が大きく

変動することがあります。 
また、収益の悪化等の理由により REIT が倒産することも想定されます。 

⑤REIT を取り巻く制度に関するリスク 
REIT に関する法律（税制度、会計制度等）が変更となった場合、REIT の価格や配当に影響

を与えることが想定されます。 

また、REIT の制度に直接関係しなくとも、REIT が保有する不動産を取り巻く規制（建築規制、

環境規制等）に変更があった場合等も REIT の価格や配当に影響を与えることが想定されま

す。 

⑥REIT の配当金に対する課税について 
REIT は法人税が原則非課税であることは前述しましたが、日本の投資信託が米国の REIT
に投資した場合、当該投資信託に支払われる配当金に対しては、株式と同様に米国の源泉税

が課されます。従って、ファンドは米国 REIT の配当をそのまま享受できる訳ではありません。 
 

※上記は REIT の持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全てのリ

スク等を網羅したものではありません。 

■投資リスク
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≪その他の留意点≫ 

◆ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 
◆市場の急変時等には、前記の投資態度に従った運用ができない場合があります。 

◆コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが

生じる可能性があります。 

◆ファンドの分配金は、前記の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委

託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 

◆証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その

他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ

ンドの受益証券の取得の申込み、一部解約の実行の請求の各受付けを中止する

こと、および既に受付けた申込み・請求の各受付けを取り消す場合があります。 

ファンドは、投資信託証券などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨

建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準

価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。 

■投資リスク
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≪投資リスクに関する管理体制等≫ 

委託会社におけるリスクマネジメント体制は以下の通りです。 
 
リスク管理関連の委員会 

◆パフォーマンスの考査 
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分

析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。 
◆運用リスクの管理 

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部

門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないま

す。 
 
 

リスク管理体制図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※投資リスクに関する管理体制等は平成 16 年 7 月 16 日現在のものであり、今後

変更となる場合があります。 
 

投資リスク管理に関する委員会 

パフォーマンスの考査 
・運用パフォーマンス実績等 
のモニター 

・運用パフォーマンス実績等 
の考査（分析、評価）  等 

運用リスクの管理 
・信託約款等の遵守状況の 

モニター、審査、管理 
・投資対象の信用リスク等の 

モニター、審査、管理  等 

投資信託運用関連部署 

分析提供 
評価 

指導 等 

分析提供 
評価 

     等

■投資リスク
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 ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。 
 なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成17年4月頃を予定しております。 

 
 
 
 
 

■運用の状況（概要）

運用の状況（概要） 
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≪申込（販売）手続等≫ 
（1） 申 込 期 間 【当初申込期間】：平成 16 年 8 月 2 日から平成 16 年 8 月 31 日まで 

【継続申込期間】：平成 16 年 9 月 1 日から平成 17 年 10 月 27 日まで 

 申込期間中の各営業日に、受益証券の募集が行なわれます。 
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによっ

て更新されます。 

（2） 申 込 単 位 ■申込みの際のコース選択■ 
 分配金の受取方法により、申込みには、次の２つのコースがあります。 

 
 
 
 
 
 ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場

合があります。詳細は、下記の照会先までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 なお、分配金の受取方法は途中で変更することはできません。 

■コース別の申込単位■ 
 申込みの際のコースにより、申込単位は以下のようになります。なお、

取扱いコース、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳

しくは販売会社にご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資

する場合には 1 口単位とします。 
なお、「自動けいぞく投資コース」において、販売会社によっては、｢定時定額購

入サービス｣等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込

みの単位でお申込みいただけます。 
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる

契約または規定を使用することがあります。 

申込み･換金手続き 

■申込み･換金手続き

①一般コース 
 （分配金を受け取るコース） 

1 万円以上 1 円単位※ 
または 

1 万口以上 1 万口単位 
（当初元本 1 口＝1 円） 

②自動けいぞく投資コース 
 （分配金が再投資されるコース） 1 万円以上 1 円単位※ 

※申込手数料、消費税等相当額を含みます。

①一般コース 
収益の分配時に分配金を 

受け取るコース 

②自動けいぞく投資コース 
分配金が税引き後無手数料で

再投資されるコース 

☆ 野村アセットマネジメント株式会社 サポート ダイヤル ☆

℡ 03-3281-2932 
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時 
          （半日営業日は午前 9 時～正午） 

インターネットホームページ →→→ http://www.nomura-am.co.jp/
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（3） 販 売 価 額 
（ 発 行 価 格 ） 

【当初申込期間】：1 万口当り 1 万円 
【継続申込期間】：取得申込日の翌営業日の基準価額※ 

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額を

いいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。

（4） 申 込 手 数 料 取得申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は 1 万口当り 1 万円）

に2.625%（税抜2.5%）以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た

額とします。 
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

【一般コースをお申込みの場合】 
（1 万円以上 1 円単位でお申込みの場合） 

 申込代金を申込みの販売会社にお支払いください（申込手数

料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は

申込代金から差し引かれます。）。 
（1 万口以上 1 万口単位でお申込みの場合） 

 申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額×取得申込の

口数）に、申込手数料ならびに当該申込手数料にかかる消費税

および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金

額を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社にお支払

いください。 

【自動けいぞく投資コースをお申込みの場合】 
 申込代金を申込みの販売会社にお支払いください（申込手数料お

よび当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は申込代金

から差し引かれます。）。 

（5） 払 込 期 日 【当初申込期間】 
 当初申込期間中（平成 16 年 8 月 31 日まで）に申込代金を申込みの

販売会社にお支払いください。 
 当初申込に係る発行価額の総額は、販売会社によって、設定日（平

成 16 年 9 月 1 日）に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定す

るファンド口座に払い込まれます。 

【継続申込期間】 
 取得申込日から起算して 5 営業日目までに申込代金を申込みの販

売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方

法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合

があります。 
 各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信

託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定

するファンド口座に払い込まれます。 
 
 
 
 
 

■申込み･換金手続き



米国不動産投信ハイ・インカムオープン （毎月分配型） 

 －24－

 

（6） そ の 他 
（申込みの方法） 

 受益証券の取得申込に際しては、販売会社の営業時間内において、

販売会社所定の方法でお申込みください。 
 午後3時（半日営業日の場合は午前11時）までに、取得申込みが行な

われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了し

たものを当日のお申込み分とします。 
 その際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコ

ースをお申し出ください。 
 販売会社で「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、当該販売

会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約（「自動けいぞ

く投資契約」といいます。）を締結していただきます。 
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務

関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

 なお、取得する受益証券の保護預りを希望される場合は、販売会社と

の保護預り契約に基づいて、販売会社の保護預りとすることができます

が、「自動けいぞく投資コース」を選択された場合にはすべて保護預りと

なります。 
 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益証券の取得申込みの受付けを中止すること、
および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。 

■申込み･換金手続き
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≪換金（解約）手続等≫ 
 信 託 の 

一 部 解 約 
（解約請求制） 

■コース別の一部解約の単位■ 
 「一般コース」を選択した受益者は、委託者に、1 万口単位または 1 口

単位のいずれか販売会社が定める単位で一部解約の実行を請求する

ことができます。 
 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、1 口単位で一部解

約の実行を請求することができます。 
 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受

益証券をもって行なうものとします。 

■解約の申込締切時間■ 
 午後 3 時（半日営業日の場合は午前 11 時）までに、解約請求のお申

込みが行なわれかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販

売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。

■解約請求制の手取額■ 
 手取り額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、所得

税および地方税（基準価額が個別元本※を上回った場合その超過額の

10％）を差し引いた金額となります。 
 
 
 
 

※ 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等をいいます。

詳細は後述の「手数料等及び税金」をご参照ください。 

■解約代金の支払日■ 
 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営

業日目から販売会社において支払います。 

  ■大口解約の制限■ 
  信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1 日 1 件 5 億円を超える

一部解約は行なえません。 
 また、別途、大口解約について、1 日 1 件 5 億円以下の金額であって

も、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断

により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求

の受付時間に制限※を設ける場合があります。 
※受付時間に制限とは、営業日の正午（半日営業日は午前 9 時 30 分）ま

でに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販

売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。 

 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付け

た一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。 
 また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日

の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。 

■申込み･換金手続き

手取額 ＝ 所得税・地方税
申込受付日の 
翌営業日の 
基準価額 

－
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≪お申込み時・収益分配時・ご換金時・償還時などに直接ご負担いただく費用・税金≫ 
        

時 期  項 目 費用・税金 

お申込み時  ・申込手数料 
基準価額（当初申込期間中は 1 万口当り 1 万円） 
に対して   （手数料率） 
   2.625%（税抜 2.5%）以内※1 

収益分配時  ・所得税および地方税 普通分配金※2 に対して    10%※2

ご換金時 解約請求制 ・所得税および地方税 
解約価額の受益者毎の個別元本超過額 
に対して      10%※2

償 還 時  ・所得税および地方税 
償還価額の受益者毎の個別元本超過額 
に対して      10%※2

※１ 2.625%（税抜 2.5%）以内で販売会社が独自に定める率とします。 

※２ 詳しくは後述の「課税上の取扱い」をご参照ください。 

 
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、下記の照会先までお

問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 

手数料等及び税金 

■手数料等及び税金

☆ 野村アセットマネジメント株式会社 サポート ダイヤル ☆ 
℡ 03-3281-2932 

＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時 
          （半日営業日は午前 9 時～正午） 

インターネットホームページ →→→ http://www.nomura-am.co.jp/ 

＜お申込みからご換金（償還）までにかかる費用等の概要＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（詳細については、以下をご参照ください。） 

お申込み時 収益分配時 ご換金時

▲所得税

▲地方税

償還時 

▲所得税

▲地方税

▲信託報酬（毎日）等

時期 

主な 
費用等 

・・・・・・・・ ・・・・・・・・・

▲手数料 ▲所得税

▲地方税
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≪ファンドで間接的にご負担いただく費用≫ 
 

時期 項目 費用 

信託報酬  年 1.6275%（税抜年 1.55%） 

（委託会社） 年 0.87% 

（販売会社） 年 0.60% 
毎日 

（信託報酬の配分）

（受託会社） 年 0.08% 
 
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年 1.6275%（税抜

年 1.55%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。 
また、信託報酬の配分については、上記（税抜）の通りとします。 
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 
信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われま

す。 
また、投資顧問会社が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、平成 17 年 3 月以降の毎年 3 月お

よび 9 月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、

平均純資産総額（月末純資産総額の平均値）に、次の率を乗じて得た額とします。 
 

平均純資産総額 率 
300 億円以下の部分 年 0.67% 
300 億円超の部分 年 0.64% 

 
 
≪その他の費用≫ 

(ⅰ)ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指

図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。 

(ⅱ)ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立

替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。 

(ⅲ)ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に

係る消費税等に相当する金額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から

支払われます。 

(ⅳ)ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信

託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。 
 
 

■手数料等及び税金
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≪課税上の取扱い≫ 

 
（1） 個 人 の 受 益 者 に 

対 す る 課 税 
平成 16 年 1 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの間は、

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱

いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の

個別元本超過額については、10％（所得税 7％および地

方税 3％）の税率による源泉徴収が行なわれます。 
また、申告不要制度の適用を受けることができます。 
収益の分配および一部解約時･償還時の差益については

配当課税が適用され、確定申告を行なうことにより、総合

課税を選択することもできます。 
上記 10％の税率は平成 20 年 4 月 1 日からは、20％（所

得税 15％および地方税 5％）となる予定です。 
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分

配金のみであり、特別分配金は課税されません。 
 

（2） 法 人 の 受 益 者 に 
対 す る 課 税 

平成 16 年 1 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの間は、

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱

いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の

個別元本超過額については、7％（所得税 7％）の税率で

源泉徴収※され法人の受取額となります。なお、地方税の

源泉徴収はありません。 
上記 7％の税率は平成 20 年 4 月 1 日からは、15％（所得

税 15％）となる予定です。 
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除 

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分

配金のみであり、特別分配金は課税されません。 
 
なお、益金不算入制度は適用されません。 

 

■手数料等及び税金
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＜個別元本について＞ 

追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込

手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当

該受益者の元本（個別元本）にあたります。 
受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として、個別元

本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平

均することにより算出されます。 
ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証

券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社

毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数口

座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞ

く投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行な

われる場合があります。 
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「特別分配金」については、下記の「収益分配金の課税について」を参照。） 
 
■一部解約時および償還時の課税について■ 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
 

■収益分配金の課税について■ 
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課

税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区

分があります。 
受益者が収益分配金を受け取る際、 

①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合

または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が普通分配金となります。 
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい

る場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から

当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元

本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま

す。 
 
 

 
 
 

※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 

■手数料等及び税金
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≪資産管理等の概要≫ 
（1） 資 産 の 評 価 ■基準価額の計算方法■ 

 基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産

（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって

時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の

資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といい

ます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいい

ます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示され

ます。 
※一部償却原価法とは、残存期間 1 年以内の公社債等について適用す

るアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 

 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わ

せください。 
 
 
 
 
 
 

管理及び運営 

■管理及び運営

＜基準価額算出の流れ＞ 

ファンドが保有

している資産

時価等により評価

（a）ファンドの

資産総額

（b）ファンドの

負債総額

ファンドの 
純資産総額 
（a）－（b） 

ファンドの 
基準価額

ファンドの純資産総額を、
ファンドを保有する全受益
者の口数で割り算。 
これを 1 万倍して表示 

☆ 野村アセットマネジメント株式会社 サポート ダイヤル ☆

℡ 03-3281-2932 
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時 
          （半日営業日は午前 9 時～正午） 

インターネットホームページ →→→ http://www.nomura-am.co.jp/

対象 評価方法 
REIT 

（不動産投資信託） 
原則として、基準価額計算日※の証券取引

所の終値で評価します。 

外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場

の仲値で円換算を行ないます。 
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算

日の前日とします。 
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（2） 保 管  受益証券の保護預りを希望される受益者は、販売会社に保管

（保護預り）することができます。 
 なお、「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合にはすべて

保護預りとなります。 
 保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 
 保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任にお

いて保管することになりますので、大切に保管してください。 

（3） 信 託 期 間  平成 26 年 9 月 12 日までとします（平成 16 年 9 月 1 日設定）。

 なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益

者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間

を延長することができます。 

（4） 計 算 期 間  原則として、毎月 13 日から翌月 12 日までとします。ただし、第

1 計算期間は平成 16 年 9 月 1 日から平成 16 年 11 月 12 日ま

でとします。 
 なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日

はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されま

す。 

（5） そ の 他 ■ファンドの繰上償還条項■ 
 次のいずれかの場合には受託者と合意のうえ、信託契約を

解約し、当該信託を終了させる場合があります。 
①一部解約により受益権の口数が 30 億口を下回った場合

②受益者に有利であると認めるとき 
③運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したとき

この場合において、委託者は、あらかじめ、その旨を監督官

庁に届け出ます。 

■信託期間の終了（繰上償還）■ 
(ⅰ)委託者は、上記にしたがい信託を終了させる場合は、以

下の手続で行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行な

いません。 
(ⅱ)委託者は、監督官庁より解約の命令を受けたときは、信託

を終了させます。 
 

 
 

■管理及び運営

※詳しくは、約款をご覧ください。

受益者が異議を述べることができる

期間：「異議申出期間」（1ヵ月以上） 

繰上償還

の公告※

 

受益者への

書面の交付

異議が半数以下 
（受益権口数ベース）

異議が過半数 
（受益権口数ベース）

繰上償還 
の実施 

繰上償還不成立
不成立の公告※ 

書面の交付
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(ⅲ)委託者は、監督官庁より投資信託委託業者の認可の取

消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、信託を終了させます。ただし、監督官庁よりこの信託

契約の引継命令をうけたとき、この信託は、後述の「信託

約款の変更」の手続きにおいて不成立の場合を除き、存

続します。 
(ⅳ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場

合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は

信託を終了させます。 
  ■公告■ 

 日本経済新聞に掲載します。 
■運用報告書■ 

 委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日およ

び償還時に、各々運用報告書を作成し、当該信託財産に係

る知られたる受益者に対して交付します。 

■有価証券報告書■ 
 委託者は、有価証券報告書を原則毎年 2 月、8 月の決算日

を基準に作成し 3 ヵ月以内に関東財務局長に提出します。 
  ■信託約款の変更■ 

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたは

やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託約款を変更することができます。この場合、あ

らかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。 
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大

なものについては、以下の手続で行ないます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として、公告を行な

いません。 
(ⅲ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を

変更しようとするときは、上記(ⅱ)の手続きにしたがいま

す。 
 
 
 
 
 

※詳しくは、約款をご覧ください。

■管理及び運営

受益者が異議を述べることができる

期間：「異議申出期間」（1ヵ月以上） 

約款変更

の公告※

 

受益者への

書面の交付

異議が半数以下 
（受益権口数ベース）

異議が過半数 
（受益権口数ベース）

約款変更 
の実施 

約款変更不成立
不成立の公告※ 

書面の交付

※詳しくは、約款をご覧ください。
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■反対者の買取請求権■ 
 ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう

場合には、異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有

する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求でき

ます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関す

る事項は、前述の｢信託期間の終了｣（ⅰ）または｢信託約款の

変更｣(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。 

■信託金限度額■ 
 信託金限度額は、1,000 億円です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※詳しくは、約款をご覧ください。

■管理及び運営
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≪受益者の権利等≫ 
（1） 収益分配金に対する 

請 求 権 
■収益分配金の支払い開始日■ 
 ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞ 

 収益分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日

目（予定）から受益者にお支払いします。販売会社でお受

取りください。 
 ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞ 

 税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されま

す。この場合の受益証券の価額は、各計算期間終了日（決

算日）の基準価額とします。 
■収益分配金請求権の失効■ 

 受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求

しないと権利を失います。 
 

（2） 償 還 金 に 対 す る 
請 求 権 

■償還金の支払い開始日■ 
 償還金は、原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営

業日）から起算して 5 営業日目（予定）から受益者にお支払い

します。 

■償還金請求権の失効■ 
 受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間支払請求しな

いと権利を失います。 
 

（3） 換 金 （ 解 約 ） 
請 求 権 

■換金（解約）の単位■ 
 受益者は、受益証券を 1 万口単位または 1 口単位のいず

れか販売会社が定める単位（自動けいぞく投資契約等を結

んでいる場合は 1 口単位）で換金できます。 

■換金（解約）代金の支払い開始日■ 
 一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算し

て、原則として、5 営業日目から受益者にお支払いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※詳しくは、約款をご覧ください。

■管理及び運営
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≪運用状況≫ 

 
ファンドの運用は平成16年9月1日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日

現在該当事項はありません。 
ファンドの運用状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。 
なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成17年4月頃を予定しております。 
 
（１）投資状況 
 該当事項はありません。 
（２）運用実績 
 該当事項はありません。 
（３）設定及び解約の実績 
 該当事項はありません。 
 
 

≪ファンドの経理状況≫ 
 

ファンドの運用は平成16年9月1日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日

現在該当事項はありません。 
ファンドの会計監査は、新日本監査法人により行なわれます。 
ファンドの経理状況については、初回の有価証券報告書を提出次第、記載します。 
なお、初回の有価証券報告書の提出は、平成17年4月頃を予定しております。 

 
１  財務諸表 
 該当事項はありません。 

 
２  ファンドの現況 
 該当事項はありません。 

 
 
 
 
 

ファンドの運用状況等 

■ファンドの運用状況等
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≪ファンドの沿革≫ 
 

平成 16 年 9 月 1 日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 
 
 
≪委託会社等の概況≫ 

 
■委託会社■ 

・名称 
野村アセットマネジメント株式会社 

・代表者の役職氏名 
執行役社長  稲 野  和 利 

・本店の所在の場所 
東京都中央区日本橋一丁目 12 番１号 

・資本の額 
平成 16 年 5 月末現在、17,180 百万円 

・会社の沿革 
昭和 34 年（1959 年）12 月 1 日 野村證券投資信託委託株式会社として設立 
平成 9 年（1997 年）10 月 1 日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と

合併して野村アセット・マネジメント投信株式会

社に商号を変更 
平成 12 年（2000 年）11 月 1 日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 
平成 15 年（2003 年）6 月 27 日 委員会等設置会社へ移行 

・大株主の状況（平成 16 年 5 月末現在） 
名 称 住 所 所有株式数 比率

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号 5,150,693 株 100%
 
 

その他の情報 

■その他の情報
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≪目論見書の記載事項等≫ 
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすること

があります。また、目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載

することがあります。 
(2)目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。 
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報｣中「第１ ファンドの状況｣の主要内

容を要約し、「ファンドの基本情報」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。 
(4)目論見書の巻末に約款を掲載し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報｣

中「第１ ファンドの状況｣の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、

届出書の内容の記載とすることがあります。 
(5)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の

理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇

所に記載することがあります。また、「第二部 ファンド情報」中、「第 1 ファンドの状況 5 運用状

況」および「第 2 ファンドの経理状況 ２ファンドの現況」の情報の一部をグラフ化し、目論見書

中に「運用の状況（概要）」として記載することがあります。 
(6)要約仮目論見書（本件届出の効力発生後は要約目論見書）を使用する場合があります。 

添付書類（要約仮目論見書または要約目論見書）を、特定有価証券の内容等の開示に関する

内閣府令第 12 条第 1 項第 1 号ロに規定する書類（要約目論見書）として、以下の記載にしたが

い使用します。（有価証券届出書の効力発生日については、決定次第記載します。） 
（イ）当要約目論見書は、ポスター、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール（ハガキ、封書用）と

して使用される他、電子媒体、新聞、雑誌および書籍などに掲載されることがあります。 
（ロ）当要約目論見書は、使用形態によってレイアウト、用紙および印刷の色、デザインなどが

変更されることがあります。また、写真、イラスト、キャッチ・コピーおよび社名ロゴマークを付

加して使用することがあります。 
（ハ）ファンドの運用実績に関する情報として、利回り、総収益、分配金、基準価額の推移（設

定来または計算期間等別に日次、週次、月次などのデータとして、また高値や安値などを

併せて記載することがあります。）、および設定来または直近 1 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月、1 年、

2 年、3 年、5 年などの騰落率またはこれらの一部（累積や個別期間で表示されることがあり

ます。）を、文章、数値、グラフで表示することがあります。その際、過去の運用実績であり、

今後の運用成果を示唆するものではない旨を注記する場合があります。 
（ニ）ファンドの保有証券と運用状況に関する情報として、資産の種類別、市場別、銘柄ごとの

組入比率および組入額（組入上位の資産および銘柄など一部を表示することがありま

す。）、銘柄に関する開示された情報（不動産投資信託の投資不動産種別および投資収

益など）等に関する説明を、文章、数値、グラフで表示することがあります。 
  なお、上記（ハ）～（ニ）に関し、適宜情報を更新する場合があります。 
（ホ）投信評価機関、投信評価会社等による評価を取得・使用することがあります。 
（ヘ）当要約目論見書に以下の趣旨の文章または文言の全部または一部を記載することがあ

ります。 
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。 
・投資信託は預金保険の対象ではありません。 
・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。 
・登録金融機関は証券会社とは異なり、投資者保護基金には加入しておりません。 

■その他の情報
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≪内国投資信託受益証券事務の概要≫ 
 
（1）受益証券の名義書換え等 

①受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引

換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受

益証券を交付します。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には、「自動

けいぞく投資契約」に基づいて投資者が取得した受益証券は大券をもって混蔵保

管されるため、委託者は当該投資者の請求に基づく記名式の受益証券への変更を

行ないません。 
②記名式受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に

請求することができます。 
・取扱場所 

野村アセットマネジメント株式会社 
東京都中央区日本橋一丁目 12 番１号 

・名義書換手数料 
徴収しません。 

・名義書換手続の停止期間 
毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。 

（2）受益者に対する特典 
該当事項はありません。 

（3）受益証券の譲渡制限 
無記名式受益証券の譲渡に制限はありません。 
記名式の受益証券の譲渡は、委託者の定める手続きによる名義書換によらなければ、

委託者および受託者に対抗することができません。 
（4）受益証券の再発行 

①無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、

委託者の定める手続きにより再交付を申請したときは、委託者は受益証券を再交付

します。 
②記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きにより再交付を申

請したときは、記名式の受益証券を再交付します。 
③受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続

により再交付を請求したときは、委託者は受益証券を再交付します。ただし、真偽を

鑑別しがたいときは、上記①、②の規定を準用するものとします。 
④受益証券を再交付するときは、委託者は受益者に対して実費を請求することができ

ます。 
 

■その他の情報

※受益者が委託者に対して行なう上記の手続きは、販売会社を通じて委託者に請求

することにより行なうことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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（米国不動産投信ハイ・インカムオープン） 
 

運 用 の 基 本 方 針 
 
約款第 22 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 
 
１．基本方針 

 この投資信託は、主として高水準の配当収益の獲得により信託財産の成長を図ることを目的として運用

を行なうことを基本とします。 
 
２．運用方法 

(1) 投資対象 
 米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている REIT（不動産投資信託）を主要投資

対象とします。 
(2) 投資態度 
① 収益性等を勘案して選定した REIT に分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得を目指します。 
② 主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定すること

を基本とします。 
③ REIT の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 
④ 外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行ないません。 
⑤ ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに当ファンドの REITの運用の指図に関す

る権限を委託します。 
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
(3) 投資制限 
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以内とします。 
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
④ 株式への直接投資は行ないません。 
⑤ デリバティブの直接利用は行ないません。 

 
３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の

全額とします。 
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安

定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な

います。 

約款 

■約款
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追加型証券投資信託（米国不動産投信ハイ・インカムオープン）約款 

 
（信託の種類、委託者および受託者） 

第 1 条 この信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行

株式会社を受託者とします。 
② 前項の受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1
条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託する

ことができます。 
（信託の目的および金額） 

第 2 条 委託者は、金 200 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引

き受けます。 
（信託金の限度額） 

第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 26 年 9 月 12 日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 
第 5 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場

合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行なわれます。 
（当初の受益者） 

第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者

とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
（受益権の分割および再分割） 

第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 200 億口を上限とし、追加信託によって生じた

受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を

乗じた額とします。 
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 25 条に

規定する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部

償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい

います。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 
（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
（受益証券の発行） 

第 10 条 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式受

益証券を発行します。 
（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款

に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないま

す。 
（受益証券の申込単位および価額） 

第 12 条 委託者の指定する証券会社（証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業

者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録金融機関（証

券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 10 条の規定により

発行された受益証券を、その取得申込者に対し、1 万口以上１万口単位または当該取得申込の代金（第 2
項の受益証券の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）が 1 万円以上となる 1 口単位の

口数をもって売却することができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契

約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって売却することが

できるものとします。 
② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、委託者の指定する証券会社

■約款
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または登録金融機関がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税

（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の

取得申込にかかる受益証券の価額は、１口につき1円に、委託者の指定する証券会社または登録金融機関

がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額としま

す。 
③ 前項の規定にかかわらず、受益者が第 43 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の

受益証券の価額は、取得申込日の基準価額とします。 
④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決

済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込の受け付けを中止することおよ

びすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。 
（受益証券の種類） 

第 13 条 委託者が受益者に発行する受益証券は、１万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、 100 万口

券、 500 万口券、 1,000 万口券および 1 億口券の８種類とします。 
② 前項に定めるもののほか、委託者は、１口の整数倍の口数を表示した受益証券を発行することができま

す。 
（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続） 

第 14 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換え

に記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 
② 記名式受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができま

す。 
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 38 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止

します。 
（記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 

第 15 条 記名式受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に

対抗することができません。 
（無記名式の受益証券の再交付） 

第 16 条 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定

める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。 
（記名式の受益証券の再交付） 

第 17 条 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、記

名式の受益証券を再交付します。 
（受益証券を毀損した場合等の再交付） 

第 18 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を

請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を

準用します。 
（受益証券の再交付の費用） 

第 19 条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対して実費を請求することができます。 
（投資の対象とする資産の種類） 

第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるも

のをいいます。以下同じ。） 
イ．有価証券 
ロ．金銭債権 
ハ．約束手形（証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるものを除きます。） 
ニ．金銭を信託する信託の受益権 
2． 次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 
第 21 条 委託者（第 23 条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第 24 条、第 25 条、

第 33 条、第 34 条および第 36 条について同じ。）は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図しま

す。 
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 
2．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債

券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 
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4．投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。） 
5．投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。） 
6．外国法人が発行する譲渡性預金証書 
なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の

買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。また、第

4 号および第 5 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図す

ることができます。 
1．預金 
2．指定金銭信託 
3．コール・ローン 
4．手形割引市場において売買される手形 

（運用の基本方針） 
第 22 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を

行ないます。 
（運用の権限委託） 

第 23 条  委託者は、運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を次の者に委託します。 
  委託する範囲： 米国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている REIT（不動産投

資信託）の運用 
  委託先名称： HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC（ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリ

ティーズ・エルエルシー） 
  委託先所在地： 米国イリノイ州シカゴ市 
②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 41 条の規定に基づいて委託者が受ける報酬から、当該投

資信託の平成 17 年 3 月以降の毎年 3 月および 9 月における信託報酬支弁のときならびに信託契約終了

のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額（月末純資産総額の平均値）に、次の率

を乗じて得た額とします。 
  （平均純資産総額）  （率） 
 300 億円以下の部分    年 1 万分の 67 
 300 億円超の部分     年 1 万分の 64 
③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反

した場合、信託財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限を

中止または委託の内容を変更することができます。 
（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 

第 24 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額

の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。 
（公社債の借入れ） 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なう

ものとします。 
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部

を返還するための指図をするものとします。 
④ 第 1 項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 
第 26 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 
（外国為替予約取引の指図および範囲） 

第 27 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国

為替の売買の予約を指図することができます。 
（外貨建資産の円換算および予約為替の評価） 

第 28 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売

買相場の仲値によって計算します。 
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲

値によって計算します。 
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（保管業務の委任） 
第 29 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を

行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 
（投資信託証券等の保管） 

第 30 条 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に

基づいて、当該契約の相手方に預託し保管させることができます。 
② 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させること

ができます。 
（混蔵寄託） 

第 31 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する

取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融

機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託

できるものとします。 
（信託財産の表示および記載の省略） 

第 32 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託

の表示および記載をしません。 
（有価証券売却等の指図） 

第 33 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 
（再投資の指図） 

第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等お

よびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
（資金の借入れ） 

第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、

または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場

合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも

のとします。 
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借

入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま

す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこ

ととします。 
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日

までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 
第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。 
（受託者による資金の立替え） 

第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は

資金の立替えをすることができます。 
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、

信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れるこ

とができます。 
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定

めます。 
（信託の計算期間） 

第 38 条 この信託の計算期間は、毎月 13 日から翌月 12 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計

算期間は信託契約締結日から平成 16 年 11 月 12 日までとします。 
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項において「該当日」と

いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開

始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。 
（信託財産に関する報告） 
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第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者

に提出します。 
（信託事務の諸費用および監査費用） 

第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利

息 （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または

信託終了のとき信託財産中から支弁します。 
（信託報酬等の総額） 

第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財

産の純資産総額に年 10,000 分の 155 の率を乗じて得た額とします。 
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託

者との間の配分は別に定めます。 
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま

す。 
（収益の分配方式） 

第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 
1．配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）

は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に

係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 
2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監

査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を

控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と

引き換えに受益者に支払います。 
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委

託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録

金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅

滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。 
③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）

は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。 
④ 一部解約金（第 46 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額。以下同じ。）は、

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払います。 
⑤ 前各項（第 2 項を除く）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定

する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益

証券の価額等に応じて計算されるものとします。 
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益

分配金交付票に、第 3 項および第 4 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 
⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金およ

び償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じ

た損害について、その責を負わないものとします。 
（収益分配金および償還金の時効） 

第 44 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払い

を請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日から

10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託

者に帰属します。 
（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 45 条 受託者は、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日の前日までに、償還金

については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 43 条第 4 項に
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規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者

に対する支払いにつき、その責に任じません。 
（信託の一部解約） 

第 46 条 受益者（委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。）

は、自己の有する受益証券につき、委託者に１万口単位または1口単位のいずれか委託者の指定する証券

会社または登録金融機関が定める単位（別に定める契約にかかる受益証券または委託者の指定する証券

会社および登録金融機関の所有にかかる受益証券については１口単位）をもって一部解約の実行を請求す

ることができます。 
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 
④ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 
⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを

得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け

付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。 
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以

前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準

価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とし

ます。 
（信託契約の解約） 

第 47 条 委託者は、第 4 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口

数が 30 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め

るとき、もしくは運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとす

る旨を監督官庁に届け出ます。 
②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書

面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益

者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第 1 項の信託契約の解約をしません。 
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信

託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には

適用しません。 
（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 48 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 52 条の規定にしたが

います。 
（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 

第 49 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託

者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者

に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 52 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委

託業者と受託者との間において存続します。 
（委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 50 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業

を譲渡することがあります。 
② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関す

■約款



米国不動産投信ハイ・インカムオープン （毎月分配型） 

 －46－

る営業を承継させることがあります。 
（受託者の辞任に伴う取扱い） 

第 51 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第

52 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 
第 52 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその

内容を監督官庁に届け出ます。 
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お

よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対し

て交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行ないません。 
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第 1 項の信託約款の変更をしません。 
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書

面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 
（反対者の買取請求権） 

第 53 条 第 47 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合におい

て、第 47 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に

対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求

権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 47 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告また

は書面に付記します。 
（信託期間の延長） 

第 54 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と

協議のうえ、信託期間を延長することができます。 
（公告） 

第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 56 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
（付 則） 

第 1 条 第 43 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益

者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益

証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数

により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
 
 
   上記条項により信託契約を締結します。 
 
 
      信託契約締結日  平成 16 年 9 月 1 日 
 
 
 

    東京都中央区日本橋一丁目１2 番 1 号 
委託者 野村アセットマネジメント株式会社 

 
 

    東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 
受託者 りそな信託銀行株式会社 
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■ ｢基準価額｣ 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証

券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一

部償却原価法（残存期間 1 年以内の公社債等についてのアキュムレーションまたはアモ

チゼーションによる評価）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除

した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額

をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。 
 
■ ｢信託財産留保額｣ 

償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図

るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴

収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。なお、当ファンドには信託財

産留保額はありません。 
 
■ ｢信託報酬｣ 

投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から「委託会社」「受託会社」「販

売会社」などに支払われます。 
 
■ ｢追加型株式投資信託」 

追加型投資信託は、オープン型投資信託とも呼ばれます。ファンドの設定後も買付けが

できる投資信託のことで、そのうち、株式を組み入れることができるファンドを追加型株式

投資信託といいます。 
 
■ ｢デリバティブ｣ 

「デリバティブ」とは、一般に、株式、公社債または為替といった現物の資産や取引から

派生したもので、これらの資産・取引の経済的特性や受渡日・受渡方法等を変形させた

取引をいいます。派生商品と呼ばれることもあり、先物取引等（先物取引、オプション取

引など）、選択権付き為替予約取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引など

が含まれます。 
 
■ ｢投資信託証券」 

一般に、投資信託証券とは、契約型のファンド（投資信託または外国投資信託）の受益

証券や会社型のファンド（投資法人および外国投資法人）の投資証券をいいます。 
 
■ ｢ファンド・オブ・ファンズ｣ 

社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「主として投資信託証券に投

資するもの」をいいます。 
 
■ ｢ヘッジ｣ 

現物資産の価格変動リスクを、デリバティブ等を用いて回避する取引のことをいいます。 
 

用語解説 

■用語解説■用語解説■用語解説




